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 Ｑ１ 調停の進め方 

調停はどのように進行するのですか。調停を円滑に進めるためには，ど

のようなことに気をつければいいですか。 

 

Ａ  遺産分割は，遺産を相続人の間で確定的に分けることが目的です。  

調停では，同封の「遺産分割調停の進め方」のとおり，順を追って問題を整理，

解決しながら最終的な合意を目指していきます。紛争の背景にある相続人間の感

情的な問題などを調整しつつ調停を進めますが，調停の主眼はあくまでも遺産を

どのように分けるかという点にあることをご理解ください。主張したいことは，

ご自身でその裏付け資料を収集し，家庭裁判所に提出していただくことになりま

す。 

  遺 産 分 割 調 停 の 流 れ 

  申 立 て  

 

 調停期日の通知  

 

   調停期日      １ 相続人と法定相続分の確定  

              相続人に漏れがないかを確認します。 

              法定相続分を確認します。 

          ２ 遺産の範囲の確定  

              遺産として何があるのか，何を分割の対象とするの

かを確定します。 

          ３ 遺 産 の 評 価  

              遺産の評価の方法や評価額を確定します。 

          ４ 特別受益，寄与分の確定  

              生前贈与等を受けた相続人，遺産の維持形成に特別

に貢献した相続人を確定し，その内容を確認しま

す。 

          ５ 各相続人の最終取得額の算出  

   調停成立     ６ 遺 産 の 分 割  
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 Ｑ２ 遺言書と遺産分割協議書 

 遺言書がある場合には，遺産分割調停はできないのですか。   

 相続人全員で遺産分割協議書を作成したのですが，内容に納得いかな

いので，調停で再度話し合うことができますか。 

 

Ａ  遺言書があるときは，遺言書の種類によって裁判所での手続が必要  な

場合がありますので，家庭裁判所におたずねください。 

    有効な遺言書で処分が決まっている遺産は，遺産分割の対象にはなりませ

ん。したがって，すべての遺産の処分が決まっているときは，遺産分割の申

立てをすることはできません。 

   相続人全員で合意した遺産分割協議書がある場合は，その内容に不服があ

るからといって遺産分割の調停を申し立てることはできません。 

 

 

 

 Ｑ３ 相続分の譲渡
じょうと

・放棄
ほ う き

 

遺産はいらないのですが，どうすればよいですか。 

 

Ａ  自分が相続する取得分のことを「相続分」といいます。自分の相続分を特定の

人に譲渡するか，自分の相続分を放棄して，調停手続から抜けることができる場

合があります。いずれの場合も提出していただく書類がありますので，照会の回

答書にその旨をご記入の上，家庭裁判所にご返送ください。 

提出していただく書類や具体的な方法については，後日，家庭裁判所からご連

絡いたします。 
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Ｑ４ 遺産の範囲 

 被相続人には，もっとたくさんの預貯金があったはずですが，被相続

人と同居していた相続人から，被相続人には，これしか預貯金がなかった

と言われました。 

納得いかないので，家庭裁判所で調べてもらえないでしょうか。 

 受取人を妻と指定した生命保険金は，遺産分割の対象になります 

か。 

 借金は，遺産分割の対象になりますか。 

 葬儀費用は，遺産分割の対象になりますか。 

 

 

Ａ  原則として，家庭裁判所が遺産を探すようなことはしません。  

      被相続人の遺産としてどのような財産があるかについては，相続人の皆さ

んに必要な資料を集めていただくことになります。あったはずだという主張

だけでは，調停で取り扱いません。 

    また，預貯金が不法・不当に減少している場合には，損害賠償請求など，

遺産分割以外の手続が必要です。 

 保険金は，保険契約によって受取人と指定された妻固有の権利ですから，

遺産分割の対象にはなりません。 

 マイナス財産（借金，債務等）は遺産分割の対象にはなりません。相続開

始と同時に当然分割されて，法定相続分に応じて各相続人が負担することに

なります。 

 葬儀費用は，相続開始後に生じた債務であり，遺産とは別個のものなので，

遺産分割の対象とはなりません。 
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Ｑ５ 
とくべつじゅえき

特別受益と
き よ ぶ ん

寄与分 

遺産分割をする際に，特別受益や寄与分を考慮する場合があると聞き

ましたが，それらはどういうものですか。 

 

Ａ 相続人の中に，被相続人から
い ぞ う

遺贈や遺産の前渡しとして生前贈与を受けた人が

いる場合，その受けた利益のことを「特別受益」といいます。 

  また，相続人の中に，被相続人の財産の維持又は増加に特別の貢献をした人が

いる場合，その人の貢献を「寄与分」といいます。寄与分が認められるためには，

親族間において通常期待される程度を超えた貢献が必要です。単に，他の相続人

と比較して貢献の度合いが大きいというだけでは寄与分にはなりません。遺産の

範囲や評価が定まった後に，特別受益や寄与分についてお聴きしますので，それ

らの主張をされる方は，その裏付けとなる資料を準備しておいてください。 

  ※ 遺贈とは，遺言により財産を無償で譲り渡すことです。 

 

 

 

 

Ｑ６ 遺産の評価 

不動産の評価額は，どのようにして定めるのですか。 

 

Ａ 不動産鑑定士による鑑定が各種の評価方法の中で最も信頼度が高い評価資料

といえるでしょう。そのほかには，固定資産税評価額による方法，相続税評価額

による方法，近隣の土地に関する公示地価等の公的価格に一定の倍率を乗じて評

価を行う方法などがあります。 

          ※ 調停では，当事者全員が合意した評価方法に基づいて処

理をすることになります。評価方法に合意が得られない場

合は，当事者が費用を負担して鑑定をすることになりま

す。 
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Ｑ７ 遺産分割の方法 

遺産の分け方には，どのような方法があるのですか。 

 

Ａ 遺産の分け方は，主に次の３つの方法があります。 

     遺産そのものを分ける方法のことを，「現物
げんぶつ

分割
ぶんかつ

」といいます。 

     一人または複数の相続人が現物を取得し，その現物を取得した人がほかの

相続人に対し，金銭を支払う方法のことを，「代償
だいしょう

分割
ぶんかつ

」といいます。 

 遺産を第三者に売却処分して，その売却代金を相続人の間で分ける方法の

ことを，「換価
か ん か

分割
ぶんかつ

」といいます。 

    

 

 

 

わからないことがありましたら，調停のときにおたずねください。                           

 

 

 

 

   


